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第 5章 その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項            

 

1 関係者、関係機関との連携確保 

 

計画の推進に当たっては、国及び県の関係部署との連携を図るとともに、建築士、施工業者、

不動産関係者等との連携に努め、耐震診断から耐震改修にいたる適切な技術的管理及び情報提供

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 計画の見直し 

 

計画期間内に県計画の見直しが行われた場合など、必要に応じ、本計画の見直しを行うことと

します。 

国 

◆建築物の耐震診断及び耐震改修を促進す
るための基本的方針を定めるとともに、所
有者の取組みを支援する観点から環境整
備を中心に促進策を推進する 

 
◆主な役割 

 基本方針の設定 
 総合的な支援 
 情報提供 

 

第５章 その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 

関係者・団体(建築士、施工業者、不動産関係者等) 

◆安全で良質な建築物を提供する社会的責務を有し、所有者に対する適切な助言を行うとともに、知識
や技術の向上に努める。 

 
◆県及び市町村が実施する施策に協力するとともに、関係団体と連携して市の補完的業務を実施する。 
 
◆主な役割 

 所有者への助言 
 情報提供、普及、啓発 
 講習会等の開催 

 

鹿児島市 

◆住民に最も身近な基礎自治体とし
て、地域の実情に応じた建築物の耐
震化に向けた施策を推進する。 

 
◆建築物の所有者として自ら管理する
建築物の耐震化に取組み、民間の建
築物の耐震化を誘導する。 

 
◆主な役割 

 耐震改修促進計画の策定 
 市民の取組みの支援 
 情報提供、普及、啓発 
 相談窓口の設置 
 耐震改修計画の認定 
 法に基づく指導、助言、指示等 

 

鹿児島県 

◆県民の安全を確保するために、広域的・総
合的視点から、建築物の耐震化に向けた
施策を計画的に推進する。 

 
◆建築物の所有者として自ら管理する建築物
の耐震化に取組み、市町村・民間の建築
物の耐震化を誘導する。 

 
◆主な役割 

 耐震改修促進計画の策定 
 市町村・県民の取組みの支援 
 情報提供、普及、啓発 
 相談窓口の設置 
 耐震改修計画の認定 
 法に基づく指導、助言、指示等 
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鹿児島市耐震改修促進計画のまとめと関係機関等の連携 

市民（建築物所有者） 

◆地域防災対策を自らの問題、地
域の問題とする意識を持ち、主体
的に地震に対する建築物の安全
性を確保する取組みを行う。 

 
◆主な役割 

 耐震診断、耐震改修 
の実施 
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